
No. お知らせ日 号　機 件　名

プレス公表（運転保守状況）

内　容

①

2018年
8月30日
9月6日
9月12日
10月3日
10月29日
12月4日
12月12日

2019年
1月31日
2月28日
3月5日

1号機
非常用ディーゼル発電機の過給機の軸
固着について（区分Ⅰ）

【事象の発生】
  当社柏崎刈羽原子力発電所は、2018年8月30日に発生した１号機の非常用ディーゼル発電機
　の出力低下の原因調査をしていましたが、9月6日に過給機の軸が固着していることを確認し
　ております。

【対応状況】
　非常用ディーゼル発電機の出力低下ならびに、過給機の軸固着に関する原因調査結果と再発
　防止対策についての報告書を取りまとめ、3月5日、原子力規制委員会に提出いたしました。

　過給機軸固着の起因である「タービンブレード付け根部の疲労破損」に関するこれまでの調
　査の結果、「タービンブレードのレーシングワイヤ孔の高さ逸脱」および「変形したタービ
　ンブレードの再利用」が確認されました。

　これらが組み合わさったことにより、タービンブレード付け根部に応力が集中し、疲労限度
　を超えたため同部位を起点として、き裂・損傷に至ったものと推定いたしました。

　当該過給機については、タービンブレードおよびロータを新製して復旧いたします。また、
　今後の対策として、レーシングワイヤ孔加工時の検査にて、孔の高さが設計要求値以内であ
　ることを作業要領書に定め確認すること、タービンブレード付け根部の経時的な変化を考慮
　し、一度取り外したタービンブレードは再利用しないことといたします。

　なお、過去にタービンブレードを取り外し、再度取り付けた実績のある過給機については、
　点検を実施し本事象と同様の事象が発生する可能性を評価した上で、必要に応じタービンブ
　レード等の交換を実施いたします。

　当社は、この度取りまとめた再発防止対策を徹底するとともに継続的な改善に取り組み、発
　電所の安全性向上に努めてまいります。
　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（2019年3月5日までにお知らせ済み）

2019年3月14日



No. お知らせ日 号　機 件　名

プレス公表（運転保守状況）

内　容

2019年3月14日

②
2019年
2月28日

3号機
原子炉建屋オペレーティングフロア
（管理区域）における水漏れについて
（区分Ⅲ）

【発生状況】
　2019年2月28日午前11時50分頃、3号機原子炉建屋3階オペレーティングフロア（管理区域）に
　おいて、当社社員が主蒸気配管の水張り作業を実施していたところ、主蒸気配管閉止器具の操
　作装置の配管継手部２箇所から周辺の床に水が漏えいしました。
　水張り作業に使用していた水は純水です。

　床面に漏れた水の量は約3.2ℓで、放射能量は2.9×104Bqでした。

　その後、水張り供給元の弁を閉止したことにより、漏えいは停止しました。

　本事象による外部への放射能の影響はありません。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 （2019年2月28日にお知らせ済み）

【原因】
　原因特定のため、事象発生時を模擬した状態で調査を行いました。その結果、配管継手等から
　の漏えいは確認されませんでしたが、操作装置内に格納してあったベントチューブから排水が
　あることを確認しました。
　これまでは水張り作業におけるベントチューブの排水先を明確にした手順となっておらず、事
　象発生時、当該ベントチューブは操作装置内に収納されたままとなっていました。その結果、
　操作装置内でチューブ先端から排水された水が当該装置の下部を含む周辺床に漏えいしたもの
　と推定しました。

【対策】
　主蒸気配管の水張り時には、ベントチューブを排水受け入れ先まで敷設することを施行要領書
　に明確に記載します。また、操作装置の見やすい箇所にベントチューブを受け入れ先に敷設す
　ることを表示することとします。



【補足資料】 ３号機原子炉建屋オペレーティングフロア
（管理区域）における水漏れについて

《 ３号機原子炉建屋断面図 》
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柏崎刈羽原子力発電所１号機非常用ディーゼル発電機の過給機軸固着に関する 

報告書の提出について 

 

2019 年 3 月５日 

東京電力ホールディングス株式会社 

 

 当社柏崎刈羽原子力発電所は、2018 年 8 月 30 日に発生した１号機の非常用ディーゼ

ル発電機の出力低下および、2018 年 9 月 6 日に確認された過給機の軸固着に関して調査

を行ってまいりました。 

（2019 年 1 月 31 日までにお知らせ済み） 

 

 非常用ディーゼル発電機の出力低下ならびに、過給機の軸固着に関する原因調査結果と

再発防止対策についての報告書を取りまとめ、本日、原子力規制委員会に提出いたしまし

たので、お知らせいたします。 

 

 当社は、再発防止対策を徹底するとともに、継続的な改善に取り組み、発電所の安全性

向上に努めてまいります。 

 

以 上 
 

【添付資料】 

・柏崎刈羽原子力発電所１号機 非常用ディーゼル発電機（Ｂ）の過給機軸固着について

【概要版】 

・柏崎刈羽原子力発電所１号機 非常用ディーゼル発電機（Ｂ）の過給機軸固着について

（報告書） 

【本件に関するお問い合わせ】 

東京電力ホールディングス株式会社  

広報室 原子力広報グループ 03-6373-1111（代表） 



柏崎刈羽原子力発電所１号機
非常用ディーゼル発電機（Ｂ）の

過給機軸固着について
【概要版】

２０１９年３月５日



2018年8月30日14時30分より、柏崎刈羽原子力発電所１号機非常
用ディーゼル発電機（Ｂ系）（以下、「当該Ｄ／Ｇ」という）を、定
例試験のために起動し確認運転を実施。

同日15時16分に異音が発生するとともに、当該Ｄ／Ｇ発電機出力が
定格出力６．６ＭＷから０ＭＷに低下したため、手動停止。

その後、当該Ｄ／Ｇの発電機出力が低下した原因を調査していたとこ
ろ、9月6日に１台（全２台）の当該Ｄ／Ｇ過給機に軸固着を確認。

⇒ 実用発電用原子炉の設置、運転等に関する規則第１３４条第３号「発
電用原子炉施設の安全を確保するために必要な機能を有していないと
認められたとき」に該当するものと判断

１．事象の概要
1これまでにお知らせ済み



2018年10月より、軸が固着した過給機を工場に持ち出し、詳細調査を実施。

その結果、「タービンブレード」や「レーシングワイヤ」、「ベアリング」が比較的大きく損傷してい
ることを確認。

2．主な工場調査結果

レーシングワイヤ

タービンブレードの翼振動を低
減させるために装着している部
品。レーシングワイヤは内周・
外周共にワイヤで一周させてい
る。

タービンブレード

回転するロータシャフトディスク外周部に取り付
けられるタービンの翼。燃焼ガスのエネルギーを
回転エネルギーに変換するための部品。

これまでにお知らせ済み 2

ベアリング

軌道輪（内輪と外輪）、転動体（玉又
はころ）及び保持器から構成され、回
転や往復運動する相手部品に接して荷
重を受け、軸などを支持して円滑な運
動をさせる部品。

外周レーシングワイヤ
赤色点線部が脱落、緑色部は残存部位

内周レーシングワイヤ
赤色点線部が脱落、緑色部は残存部位

正常箇所 片減り・潰れ

タービンブレード１枚が付け根部より破損

止端部折損



Ｒ側過給機において「タービンブレード」、「レーシングワイヤ」および「ベアリング」
について、いずれの事象が起点部位であるかを考察。

破断面のSEM観察を行った結果、タービンブレードは事象の進展に一定の時間を要する
疲労破壊の様相を確認したことから、起点部位と特定。

レーシングワイヤは瞬間的なせん断応力による破壊であることと、ベアリングは瞬間的な
衝撃荷重による損傷であることが確認されたことから、従属的な事象と判断。

３．過給機軸固着の原因調査結果
これまでにお知らせ済み 3

ＳＥＭ観察写真

レーシングワイヤ破断面外観

ＳＥＭ観察写真

＜ＳＥＭ観察結果＞
タービンブレード破面



４－１．タービンブレード破損に関する要因調査①

これまでの調査結果から、タービンブレードが破損に至った原因は以下の２項目が組み合わさることで、タ
ービンブレードファツリー部の設計応力を超えたことにより発生したと考える。

① タービンブレードレーシングワイヤ孔の高さ逸脱

② 変形したタービンブレードの再利用

4

① タービンブレードレーシングワイヤ孔の高さ逸脱
レーシングワイヤ孔高さが部分的に設計値を逸脱すると、隣接するタービンブレード間を貫通しているレー
シングワイヤが傾くことで、ファツリー部くびれ部の応力を高め、き裂発生の要因となる可能性がある。
そのため、レーシングワイヤ孔の現品計測を実施した結果、レーシングワイヤ孔高さについて基準値を逸脱
し隣接するタービンブレードとの高低差が大きい箇所があることを確認した。
レーシングワイヤ孔高さの基準値逸脱の原因を調査した結果、製造時の孔加工不良である可能性が高いこと
を確認した。

＜高さ逸脱＞

＜正常時＞

遠心応力方向
が変化する

最大で約1.6mmの高低差を確認



４－２．タービンブレード破損に関する要因調査②
5

② 変形したタービンブレードの再利用

タービンブレードファツリー部が変形し、ファツリー部間の隙間が減少することで、ファツリー部間の応
力が増大する可能性がある。
そのため、タービンブレードファツリー部の三次元計測による寸法測定を実施したところ、一部のタービ
ンブレードファツリー部の寸法が設計値を逸脱していることを確認した。
タービンブレードファツリー部の変形の要因は、運転に伴う熱応力、排気圧力及び遠心力による応力を受
けることにより塑性変形※が発生することによるものである。
また、当該Ｄ／Ｇにおいては、過去にタービンブレードの取外・再取付を実施している。これは、柏崎刈
羽原子力発電所２号機において発生したＤ／Ｇ（Ａ）過給機（Ｌ側）の不具合に伴う水平展開として、レ
ーシングワイヤ孔再加工をする際に行われたものである。
当時、既にタービンブレードファツリー部の塑性変形が発生した状態で、タービンブレードを再利用した
ことに伴い、ファツリー部の当たり状態が変化した可能性があり、ファツリー部への更なる応力集中の要
因となった可能性が考えられる。

※変形を引き起こしている荷重を取り除いた後、戻らずに残っている変形のこと

ファツリー部

運転中の応力により
塑性変形

タービンブレードの
取外・再取付によっ
て当たり状態が変化

タービンブレード



４－３．タービンブレード破損に関する要因調査③
6

タービンブレードレーシングワイヤ孔の高さ逸脱と、ファツリー部の変形が発生した状況を模擬した応
力解析を実施した結果、タービンブレードファツリー部の背面側に掛かる応力が設計値を上回り、疲労
限度に達することを確認した。

なお、タービンブレードレーシングワイヤ孔の高さ逸脱と、ファツリー部の変形のそれぞれの事象単独
による応力解析結果では、疲労限度には到達しないことを確認した。

応力解析結果一覧



５．タービンブレード破損の推定メカニズム
7

初期状態においては、
設計に基づく隙間が設
けられている

受圧面側 背面側

遠心力

排気ガス

タービンブレード側ファツリー部
は、運転時の熱応力及び過給機の
回転による遠心力により経年的な
塑性変形が蓄積するとともに、運
転・停止時の熱膨張・収縮やファ
ツリー部隙間へのスケール混入に
より、ファツリー 嵌め合い部の
間隙が徐々に減少。

①運転による塑性変形

タービンブレード取外し後の手入
れによるファツリー部への付着物
の除去、再取付時に嵌め合い部の
当たり状態やクリアランスが部分
的に変化した。

②面あたりが変わり
応力の受け方も変化

タービンブレードのレーシングワイヤ孔の
高低差により、隣接するタービンブレード
間を貫通しているレーシングワイヤが、設
計と異なる作用角度に変位しタービンブレ
ード背面側に応力が集中。

タービンブレード

ファツリー部

遠心応力方向
が変化するレーシングワイヤは、設計

通りであれば、遠心力によ
ってタービンブレードの外
周方向に応力を発生させる

θタービンブレードレーシングワイヤ孔の高さ逸脱

変形したタービンブレードの再利用

遠心力
排気ガス

振れ

タービンブレードのレーシング
ワイヤ孔の高さ逸脱によるター
ビンブレード背面側への応力増
大と、ファツリー部間の間隙減
少に伴う応力増大、運転・停止
時の熱膨張・収縮が加わること
で、ある時点を境にディーゼル
機関からの排気脈動を加えた運
転時の応力が疲労限度を超え、
くびれ部にき裂が発生。

き裂が発生



過給機軸固着の推定メカニズムを以下のとおり整理。

順序 発生事象

①
タービンブレードレーシングワイヤ孔の高さ逸脱と、運転時の応力に伴う塑性変形の影響によ
り、Ｒ側過給機のタービンブレード１枚が疲労限度超過により割れが発生し、き裂が進展し、
ファツリー部より延性破壊により折損。

②
折損したタービンブレードは、レーシングワイヤを切断し、外周方向に引き出しながら、６時
方向で隣接するタービンブレードとシュラウドリングの間に入り込み、同時にノズルリングと
も接触。

③
タービンブレードが折損したことにより、ロータシャフトはアンバランスにより振動が増加し
ラジアル方向（軸に対して直角の方向）の変位増加。

④
ロータシャフト屈曲、アンバランス等の要因により軸が振れまわり、回転体とケーシング側が
強く接触。

⑤
キックバック現象によりシャフトが３時方向に急負荷し、ベアリングロータと保持器を潰し、
完全軸固着。

６．過給機軸固着の推定メカニズム
8



順序 発生事象

① Ｒ側過給機の軸固着により、Ｒ側過給機は機関への送気機能を喪失。

②

過給機のＲ側とＬ側は、給気と排気ラインが各々分離しており、Ｌ側への送気及び機関の運転
は継続されていた。一方、Ｒ側は燃焼室への送気がほぼ遮断され、Ｒ側シリンダは不完全燃焼
から未燃焼状態となった。Ｒ側シリンダ内のピストン動作がＬ側シリンダへの抵抗となり、機
関回転速度を低下させるように働く。

③
系統連携した機関の回転速度は変化せず、手動ガバナ操作であったため、ガバナは機関への燃
料供給量を変化することなく機関出力は急激に低下する。

④
未燃焼状態のＲ側シリンダ内のピストン上下動作は圧縮損失となり、Ｌ側シリンダへの動作抵
抗となる。

⑤
機関出力が低下傾向状態では、Ｒ側シリンダの抵抗を上回る機関出力をＬ側シリンダで発生さ
せることが出来ず、発電機出力が０MＷ近傍まで急激に低下した。

発電機出力低下に関するメカニズムを以下のとおり整理。

7．発電機出力低下の推定メカニズム
9

これまでにお知らせ済み



過去の過給機点検において、タービンブレードをロータシャフトから取り外し、
再度取り付けた実績のある過給機を対象として点検を実施する。

点検の内容として、レーシングワイヤ孔高さ測定およびタービンブレード側ファ
ツリー部のき裂の有無の確認を実施し、本事象と同様事象が発生する可能性を評
価し、必要に応じタービンブレード等の交換を実施する。

8．まとめ

加工不良に関する対策

レーシングワイヤ孔加工時の検査にて、レーシングワイヤ孔の高さが設計要求値

以内であることを作業要領書に定め確認することとする。

保守管理に関する対策

ファツリー部の経時的な変化およびタービンブレード取外し取付に伴う当たり面

の変化を考慮し、不適合等によりタービンブレードの取外しが必要となった場合

は、タービンブレードを再利用しないこととする。

対策

水平展開

10



参考資料 Ｄ／Ｇ機関 概要図と仕様

Ｄ／Ｇ機関 概要図と仕様

過給機※

カ
ッ
プ
リ
ン
グ
側

（
発
電
機
側
）

反
カ
ッ
プ
リ
ン
グ
側

名 称 発電機

種 類 －
横軸回転界磁三相交流

同期発電機

容 量
ｋＶＡ

／個
８２５０

力 率 ％ ８０

電 圧 Ｖ ６９００

相 － ３

周波数 Ｈｚ ５０

回転数 ｒｐｍ ５００

結線法 － 星形

冷却法 － 空気冷却

個 数 － １

名 称 ディーゼル機関

種 類 －
４サイクルたて形

１８気筒ディーゼル機関

出 力
ＰＳ／

個
９４５０

回転数 ｒｐｍ ５００

個 数 － １

※本図はL側過給機を１台のみ
を図示（実機にはＬ側・Ｒ
側の全２台が設置）

名 称 調速装置

種 類 油圧式

名 称 励磁装置

種 類 － 静止形自励式

容 量
ｋＷ

／個
４５．１

電 圧 Ｖ １１０

個 数 － １
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参考資料 過給機 構造図と仕様

シャフトシュラウド

タービンブレード

オイルポンプ
オイルポンプ

インペラ

ベアリング

ベアリング

インサート

インデューサ

軸受押さえ

レーシングワイヤ

ノズルリング

給気の流れ 排気の流れ

過給機 構造図と仕様

手前から
奥への流れ

奥から
手前への流れ

ブロワ側 タービン側

凡例

過給機の設置目的
・機関の排気ガスエネルギーを利用し
圧縮空気を機関に供給

・機関に密度の高い圧縮空気を供給し
より多くの燃料を燃焼させ、機関の
出力を向上させるもの

エンドカバー

弾性装置（タービン側）

ガスシール

シールプレート

弾性装置（ブロワ側）

遮熱板

ロータシャフト

スペーサ（タービン側）

オイルシールウラガネ
遮熱板取付ボルト

空気冷却器へ

給気入口

排気出口

排気入口

遮熱室

シュラウドリング

ロータシャフト
フランジ

名 称 過給機

種 類 － 排気タービン式

圧 力 ｋｇ／ｃｍ２ ２．０（最大連続回転時）

回転数 ｒｐｍ
１７０００

（最大連続回転数）

個 数 － ２
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2019 年 2 月 28 日 

東京電力ホールディングス株式会社 
柏崎刈羽原子力発電所 

区分：Ⅲ 

 

号機 3 号機  

件名 原子炉建屋オペレーティングフロア（管理区域）における水漏れについて 

不適合の 

概要 

 

2019 年 2 月 28 日午前 11 時 50 分頃、3 号機原子炉建屋 3 階オペレーティ

ングフロア（管理区域）において、当社社員が主蒸気配管の水張り作業を実

施していたところ、主蒸気配管閉止器具の操作装置の配管継手部２箇所から

周辺の床に水が漏えいしました。 

水張り作業に使用していた水は純水です。 

床面に漏れた水の量は約 3.2ℓ で、放射能量は 2.9×104Bq でした。 

 

その後、水張り供給元の弁を閉止したことにより、漏えいは停止しました。 

 

本事象による外部への放射能の影響はありません。 

 

  

 

 

 

安全上の重

要度／損傷

の程度 

＜安全上の重要度＞ 

 
安全上重要な機器等 ／ その他 

＜損傷の程度＞ 

□ 法令報告要 
■ 法令報告不要 
□ 調査・検討中 

対応状況 

 

漏えいした水については、拭き取り予定です。 

詳細な原因については現在調査中です。 

 








